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	佐賀消費者フォーラムが消費者庁「ベスト消費者サポーター」に選ばれました！(2012.5)
	佐賀消費者フォーラムが、特定非営利活動法人（NPO法人）として再始動しました！(2012.1)
	7周年集会
	消費者教育テキスト
	6周年集会～「適格消費者団体」って何？～
	盛会のうちに終了しました。
	【適格消費者団体とは？】
	※下記の［スポンサードリンク］は、当フォーラムと無関係です。



